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総 務 民 生 委 員 会 会 議 録 

 

１．日 時 平成３０年９月１０日（月曜日） 

 午前９時３０分～午後０時１１分 

２．場 所 委員会室 

３．出席委員  末 永 義 美 委 員 長 髙 木 法 生 副委員長 

              竹 岡 昌 治 委 員 安 冨 法 明 委 員 

              山 中 佳 子 委 員 三 好 睦 子 委 員 

       岡 山   隆 委 員 杉 山 武 志 委 員 

       荒 山 光 広 議 長 

４．欠席委員 な し 

５．出席した事務局職員 

 綿 谷 敦 朗 議会事務局長 大 塚  享 議会事務局長補佐 

     篠 田 真 理 議会事務局主任 

６．説明のため出席した者の職氏名 

        篠 田 洋 司 副 市 長  石 田 淳 司 市長公室 長 

        田 辺  剛 総 務 部 長  髙 橋 睦 夫 病院事業管理者 

       波佐間   敏 上下水道事業管理者  杉 原 功 一 上下水道局長 

       大 野 義 昭 市民福祉部長  岡 田 健 二 上下水道局次長 

       三 戸 昌 子 上下水道局次長  安 村 芳 武 病院事業局管理部長 

       細 田 清 治 会計管理 者  佐々木 昭 治 総 務 課 長 

       河 村 充 展 高齢福祉課長  古 屋 壮 之 経営管理課長 

       岡 崎 基 代 監査委員事務局長  池 田 正 義 税 務 課 長 

       竹 内 正 夫 財 政 課 長  岡 崎 輝 義 市立病院事務長 

       西 山 宏 史 美東病院事務長 

７．会議の次第は次のとおりである。 
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    午前９時３０分開会 

○委員長（末永義美君）  おはようございます。ただいまより、総務民生委員会を開会

いたします。 

 それでは、さきの本会議におきまして、本委員会に付託されました市長提出議案６

件につきまして、審査いたしたいと思いますので、御協力よろしくお願いいたします。 

 議長、報告等ございませんか。 

○議長（荒山光広君）  ありません。 

○委員長（末永義美君）  それでは、審査を始めます。 

 なお、竹岡委員におかれては、議会選出の監査委員であり、各公営企業会計決算に

つきましては、監査委員として意見書を提出されておられます。あわせて、美祢市議

会議員申し合わせ事項によりまして、議員から選出された監査委員は、質疑、意見を

控えていただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、タブレット導入に伴い、端末の操作等のため、説明は着座にて行うこととし

ておりますので、御理解のほどお願い申し上げます。 

 それでは、審議に入ります。 

 最初に、議案第７６号平成２９年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを議題

といたします。執行部より説明を求めます。三戸上下水道事業局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  それでは、議案第７６号平成２９年度美祢市水道事

業会計決算の認定について、説明をいたします。 

 決算書１、２ページをお開きください――お開きいただけるように送りましたけれ

ども、いきましたでしょうか。 

 決算書第１、２ページをごらんください。 

平成２９年度の美祢市水道事業会計――水道事業の決算報告書でございます。 

 まず、収益的収入及び支出でございます。平成２９年度から制度改正により、全市

上水道になったので、今までは、上水道と簡易水道と区分が分かれておりましたけれ

ども、予算科目は水道事業一つになっております。 

 水道事業収益の収入の決算でございます。 

ページ上の表でございますが、水道事業収益は７億、合計が決算額――右のページ

の決算額をごらんください。合計が、決算額が７億７，４１７万６，２２６円でござ

います。 
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 内訳は、給水収益等を含む第１項営業収益が４億３,１２６万６,７２３円、次に、

第２項、長期前受金戻入、繰入金などからなる営業外収益が３億４，２９０万９，５

０３円でございます。 

 下の表をごらんください。 

 収益的支出は、７億２，６２６万五千――済みません。失礼いたしました。７億２，

０２９万１８円でございます。 

 内訳は第１項営業費用６億７，１０１万８，３０７円、第２項支払利息等の営業外

利息が４，９２７万１，７１１円でございます。 

 特別損失は、不納欠損が特別損失のところに該当するのでございますけれども、不

納欠損は引当金で全て補いましたので、特別損失はございません。 

 この結果、税込みの収入支出の差引額は５，３８８万６，２０８円の収入超過であ

ります。 

 では、次ページの３ページ、４ページをお開けください。資本的収支の御説明をい

たします。 

 まず、収入でございますが、決算額は、平成２８年度からの繰り越しに係る財源充

当額１，９５０万円を含めまして、決算額３億８，３９６万９，８２０円でございま

す。 

 内訳は、企業債が２億２，５８０万円、繰入金が１５万２，０００円、負担金及び

寄附金が７１４万２，８２０円、国庫支出金が５，９５３万６，０００円、出資金が

９，１３３万９，０００円でございます。 

 下の表をごらんください。支出の決算額でございます。 

 決算額は、６，９４８万五千三百――失礼いたしました。６，９４８万五千――三

千四百――済みません。失礼いたしました。６億９，４８５万３，４９２円でござい

ます。 

 第１項の建設改良費は、地方公営企業法第２６条の規定により、平成２８年度から

祖父ヶ瀬浄水場及び簡易水道統合事業（上野・秋吉）の基本設計料を４，１８３万円

繰り越しておりましたものを含めまして、４億８，７２１万５，５０２円を支出して

おります。 

 また、同２６条の規定により、４，７８３万６，０００円を次年度に繰り越すもの

でございます。これは、６月議会で繰り越しの御報告をしておりますけれども、簡水
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統合事業の仮設管布設等に係る繰り越しでございます。 

 第２項企業債の償還金が、２億７６３万７,９９０円でございました。 

 左下の文章をごらんください。 

 この収支の結果、補填財源でございますが、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額３億１，０８８万３，６７２円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額の３，０４０万８，４５７円、過年度分損益勘定留保資金８，８６７万１，９３

２円、及び当年度分損益勘定留保資金１億９，１８０万３，２８３円で補填をいたし

ました。 

 次に、財務諸表についての御説明をしますので、５ページ、６ページ、次ページを

お開きください。２枚お開きください。 

平成２９年度の美祢市水道事業の損益計算書でございます。 

 右ページ、６ページの下から３行目をごらんください。当年度純利益が２，３１７

万２，３８４円になりました。これと、その下の行の前年度からの繰越利益剰余金８

５０万９，１４８円と合わせまして、当年度の未処分利益剰余金は３，１６８万１，

５３２円になりました。 

 では、次ページ、７ページ、８ページをお開きください。 

平成２９年度の美祢市水道事業剰余金計算書でございます。 

 この表の見方でございますが、一番左の列に資本金と剰余金の変動理由を挙げてお

ります。各列は資本金と剰余金の明細でございます。 

 右ページ、右端の列が資本合計でございます。ページ中ほどの行に当年度変動額等

がございます。下から４行目ですが、平成２９年度の決算では、当年度変動額を御説

明しますと、右のページの、一番――右のページの一番右の列でございますが、当年

度変動額合計額の下、下から３行目でございます。 

 内訳は、出資金の増加により、資本金が９，１３３万９，０００円増加をいたしま

した。これは、建設改良事業に係る出資金でございます。 

 その下の行をごらんください。未処分利益剰余金による増加が２，３１７万２，３

８４円でございまして、当年度変動額の合計は、先ほど申し上げました２行目をごら

んいただくと、下から４行目でございます。１億１，４５１万１，３８４円でござい

ます。 

 では、次の９ページをお開きください。 
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 平成２９年度美祢市水道事業剰余金の処分計算書でございますが、剰余金の処分に

ついては、このたびは未処分利益をそのまま繰り越したいので、議案としては提出し

ておりません。未処分利益剰余金を、そのまま繰越利益剰余金にするものでございま

す。合計が３，１６８万１，５３２円でございます。 

 では、１０ページをごらんください。 

 平成２９年度末の美祢市水道事業の貸借対照表の御説明を申し上げます。 

下から４分の１辺りの下二重線の行をごらんください。資産の合計は８３億８，８

００万２，００２円でございます。 

 次ページ、１１ページをお開きください。 

１１ページの一番下の表でございます。一番下の行でございますが、負債合計は６

２億７，３２９万２，７１２円でございます。 

 続いて、１２ページの一番下から２行目をごらんください。 

資本の合計は２１億１，４７０万９，２９０円でございまして、負債資本合計は８

３億８，８００万２，０００円でございます。 

 では、事業の報告をいたしますので、１５ページ、１６ページをごらんください。

これは、今から送ります。１５ページ、１６ページでございます。 

 ２建設工事の概要について、主なものを申し上げます。このたびの決算から、事業

ごとにまとめて工事を書いております。 

 主なものは、上から、入見配水池の増補改良工事が４件ございますが、内訳は、管

布設が３件、電気設備工事が１件でございます。この４件分を合わせましたら、５，

８８５万６，７６０円になります。 

 次に、３行下ったところの於福地区水道拡張事業（田代地区）、これは、国庫補助

事業の水道未普及解消事業でございます。全て管工事でございますが、８件ありまし

て、合計が１億６６万７，８８０円でございます。 

 その下は、国庫補助事業の生活基盤近代化事業の厚保大村地区と於福金山地区の布

設替えによる耐震化工事でございます。厚保地区が４件、於福地区１件の工事をして

おり、５件合わせて、５，８５０万２，５２０円でございます 

 その下の５件は、上野・秋吉地区の水道統合整備事業で、うち４件は繰り越しして

おりますが、平成２９年度に支払いがありましたものは表の４件でございまして、合

計が２，０５９万４，４４０円でございます。 
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 上野・秋吉に係る工事発注額でございますけれども、合計で６，０７９万７，５２

０円の発注をしております。そのうちの２，０５９万４，４４０円を支払いまして、

残りが平成３０年度に繰り越しになっております。 

 一番下は、嘉万麓地区の配水管布設工事でございます。１，２６５万４，３６０円

の工事をしております。 

 次ページにお進みください。 

２行目の綾木東部地区――綾木東部地区の景平地区でございますが、配水管布設替

工事を１，０７４万２,６８０円してございます。 

 ４行目をごらんください。 

祖父ヶ瀬浄水場の硬度低減化装置の苛性ソーダタンクの耐用年数が経過したため、

更新をしております。１，１６４万６，７２０円でございます。 

 そのほかの工事でございますが、今の３行下をごらんください。 

白岩地区の不断水バルブの設置工事や下里地区の不断水バルブ設置工事などの工事、

中ほどに布設替えをあげております。県道美祢菊川線道路改良による配水管の本設工

事、厚保小学校校舎の長寿命化改修工事による管移設、河内地区及び綾木東部地区の

布設替えをしております。 

 下から５行目をごらんください。 

永明寺浄水場の遠隔監視装置の更新を２４８万４，０００円、下から３行目と４行

目でございますが、流量計ボックス等の設置工事を行っております。 

 １８ページの一番下の行をごらんください。 

工事は、合計５１工事をしておりまして、合計で３億２，５３９万７，１２０円で

ございます。 

 次に、１９ページ、２０ページをごらんください。 

業務の報告をいたします。まず、左の１９ページの上の表でございます。 

２行目の年度末の給水戸数は、１万２４４戸でございます。前年よりも３５戸減少

しております。 

 ５番目をごらんください。 

年間の給水量でございますが、２７２万７，３６９立方メートルでございます。前

年に比べまして、５万立方メートル減じております。前年度比が９８．２％でござい

ます。その下の１日平均給水量でございますか、７，４７２立方メートルでございま
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す。 

 下の表から以降は、地区ごとの明細をお示ししておりますので、お目通しをお願い

いたします。 

 それでは、２９ページ、３０ページをごらんください。 

 ４会計（１）重要契約の要旨（５００万円以上）の表でございます。 

 工事は先ほど説明しましたので、主な委託業務の御説明をいたします。２９ページ

下から２行目からが委託になっております。 

２９ページ一番下、於福簡易水道拡張事業（田代地区）に伴う配水池詳細設計が１，

１２３万２，０００円。右ページ、３０ページに進んで、上から１行目、２行目は、

国庫補助事業の生活近代化事業、於福地区と厚保地区の老朽管を耐震化する事業につ

いての測量調査設計業務を行っておりまして、於福地区が５０７万６，０００円、厚

保地区が１，４０４万円でございます。 

 最後の２行は、簡水統合事業の秋吉の送配水管の実施設計と測量業務でございまし

て、合わせて３，０４５万９，２４０円でございます。 

 最後に、（２）起債及び一時借入金の状況を御説明いたしますと、（イ）企業債の

項でございます。 

平成２９年度の企業債の借り入れは、入見配水池増補改良事業、於福地区田代の水

道未普及地区解消事業、於福・厚保地区の管路布設替え、並びに上野秋吉地区水道統

合事業に充当するため、上水道事業債を２億２，５８０万円を発行いたしました。全

市が上水になりましたので、過疎債は対象外になって使えなくなりました。平成２９

年度期末の企業債残高は３４億８，３４２万７６７円でございます 

 次ページから、財務諸表の付属明細書をお示しておりますので、お目通しをお願い

いたします。 

 最後に、概要資料の２１ページをごらんください。 

 このページは、美東の水溜浄水場の硬度低減化処理施設のランニングコストの表で

ございます。人件費は除いてあります。左の上からが薬品費でございますけども、苛

性ソーダ、硫酸、ペレット、塩化第二鉄、そして電力費、委託料の実績をお示しして

おります。委託料には、まだ点検費用が入っていないので全額ではありません。 

 そのほか、資本費の減価償却費と支払利息を加えたもので、費用合計は計のところ

をごらんください。１，３７８万７，５０４円でございます。 
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 平成２９年度は、給水量が――美東地区の給水量が４１万５，６６８立方メートル

でしたので、１立方メートル当たりの水を硬度低減するのにかかる費用は５５．４円

でございます。 

 また、最終ページの２９ページにセグメントを報告しておりますので、お目通しを

お願いいたします。 

 説明は、以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  説明が終了しました。本案に対する質疑はございませんか。

三好委員。 

○委員（三好睦子君）  お尋ねいたします。 

 決算書の２１ページなんですけど、美東地区で給水人口と給水戸数は減っているの

ですが、給水量の増加がみられます。この原因は何なのでしょうか。 

 硬度低減化かな――軟水化になったからかなとか勝手に思ってるんですけど、原因

をお尋ねします。 

 それと３点あるですけど、１点ずつでいいですか。 

○委員長（末永義美君）  どうぞ。 

○委員（三好睦子君）  お願いいたします。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  三好委員の御質問にお答えいたします。 

 給水人口や戸数が減っているけれども、給水量がふえているという御質問でござい

ますが、美東地区には、美東サービスエリアを含んでおりまして、その影響ではない

かと思います。今、確実な数字をもっておりませんので、のちほど、また調べて御回

答をいたします。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ２点目ですが、１４ページの４番の職員に関する事項の中で、

業務委託が９人とあります。この業務委託についてお尋ねいたします。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  三好委員の２番目の質問にお答えいたします。 

 業務委託９人というのは、平成２９年度からポンプ室の強化を図っておりまして、

美東地区と秋芳地区も含めまして、ポンプ室を上水道祖父ヶ瀬のポンプ室に一つに集
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約しておりまして、夜間も人員の配置をふやすなど強化をし、ポンプ室の強化をして

おります。そのために９人になっております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ここでは職員ですけど、業務委託といえば、身分っていうんで

すかね、処遇っていうんですかね、正職員――身分についてお尋ねいたします。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  三好委員の御質問でございますが、ポンプ室で募集

しておりますけれども、応募される方の主な職員の構成でございますけれども、定年

退職をされまして、そののちの方に来ていただいていることが多いので、委託になっ

ておりますが――委託になっております。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ３点目ですけど、１５ページの２９年度の事業が示されていま

すが、下のほうなんですけど、秋芳町の硬度低減化事業の進捗状況を教えていただき

たいと思います。というのが、硬度低減化の署名を、秋芳町の方と美東と一緒に署名

運動したので、進捗状況だけになるところですが、その状況についてお尋ねいたしま

す。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  三好委員の御質問にお答えいたします。 

 秋芳町の硬度低減化事業におきましては、現在、送水管の整備を進めてまいってお

ります。本管につきましては、今年度から本格的に工事を開始することにしておりま

すが、一応、平成３５年度の完了を目指して、今、整備を進めているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。では、そのほか質疑はございませんか。岡

山委員。 

○委員（岡山 隆君）  それでは、何点か質問してまいりたいと思います。 

 １５から１８ページ、建設工事費。投資的経費ですけれども、配水設備改良費、ト

ータルで３億２，５３９万７，１２０円という形でついております。 

 これからの老朽化ということで、また、今までついていなかった新規の布設、こう
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いったことを踏まえながら、これだけの配水設備改良費であったと考えております。 

 それで今後、行政サービスとして非常に重要なことであり、水を供給するというこ

とは、命を守ることにつながってくると思っております。 

 それで、今後は人口が減少していく中にあって、配水設備改良費は、今後これをベ

ースにして従来どおりに行っていくのかどうか、この辺について、まずちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  岡山委員の御質問にお答えをいたします。 

 今後の配水設備の改良費についてのお尋ねだったと思いますけれども、このたびの

３区の中には、拡張工事が約１億円、更新工事が２億円、こういった内訳となってお

ります。 

 今後でございますが、給水人口が減っていきまして、収入は少なくなるんですけれ

ども、更新しなければならない。皆様御存じのように、更新しなければならない施設

というのが今後ふえてまいります。給水人口は少なくなる、更新事業はふえていくっ

ていうことで、これからは、今まで以上に施設の効率化、今も四郎ヶ原、川東の簡易

水道を上水に統合したり、秋吉の硬度低減化についても、ほかの浄水場を――広谷、

永明寺浄水場をなくして上水から送るというように、施設の統合面から考えていきた

いと思いますし、将来的には、美祢市自体で水源を確保するというよりも、近隣の自

治体の水量が余っておりましたら、広域として水量の融通を図るなど、費用のかから

ない方法を考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  御答弁ありがとうございます。 

 それで、平成２９年度美祢市の水道事業会計決算ということで、決算審査意見書が

出ております。 

 その中で、この収支の内訳を見ますと、事業収益が７億２，８００万７，０００円、

それで、営業収益は３億９，９５７万５，０００円、そして営業外収益は３億８，０

００円――３億２，８４３万３，０００円、この中に繰入金が１億８，０００万入っ

ております。 

 それで、何とか繰入金で、今言われたような配水設備等、改良費が何とか賄えて、
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給水、配水ができてるということで非常にありがたいんですけど、さっきも言いまし

たように、人口の減少等における今後、料金収入の減少や施設管路等の老朽化に伴う

施設更新の増加、こういったことが、増して見込まれるということも監査意見書であ

ります。 

 それで今後、平成２９年度の水道事業決算から見えてくる給水収益の見通し、今後

とも人口減少によって給水量、また営業収益も減ってきていますし、それに伴って、

営業外の収益として繰り入れなどもしていかなくちゃならない。これが極端に大きく

ならないような、今後、何か、給水収益をよくするための対応策というのを、どのよ

うなお考えがあるか、現時点でわかることであれば説明していただきたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  波佐間上下水道局事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  ただいま岡山委員のほうから御質問がありま

した、水道事業全体の中での収益の動向を含めた御質問だと思いますけれど、事業局

の説明のとおり、人口減に伴い、また節水意識の増加等に伴って、水道使用料は、全

国的な傾向でありますけれど、低減してきております。今後もさらに人口減が見込ま

れる中で、水道収益は減少していくものというふうに推察しております。 

 それに加えて、資本的な投資にかける経費というのは、昭和３０年、４０年代に布

設した水道管の維持、更新、耐震化に伴う新たな設備投資、さらには浄水場とか配水

池等の更新等も含めまして、さまざまな投資が見込まれております。 

 したがいまして、収益は減少し投資は増えるという、まさしく厳しい時期にきてい

るというふうに感じております。今後、この傾向は、さらに続いていくものというふ

うに考えております。 

 そういう状況の中で昨年度、一昨年から料金審議会を設置しまして、昨年答申をい

ただき、議会のほうでも議論していただき、さらには住民説明会に赴いて、住民にも

説明してまいりましたけれど、その結果、平成３０年の３月議会に、水道料金の改定

と申しますか、美祢地域、美東地域、秋芳地域、それぞれ違っておりました水道料金

を統合するという議案を提出し、御承認いただき、本年の８月１日から施行しており

ます。 

 現実的には、１０月検針からの適用になりますので、まだ市民の皆様には、その実

感がまだ届いてないかもしれませんけれど、この１０月検針から、新料金による料金

徴収ということになっております。 
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 料金統合はいたしましたけれど、実質的には１０２．３％という、２．３％の水道

料金の増を見込んでの条例改正でありましたので、今後の水道収益の減、設備投資の

増ということを考えますと、今後、さらに水道料金の改正と申しますか、料金改定を

して、住民の皆様に、料金の若干の御負担をさらにお願いするような状況になろうか

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  ありがとうございます。 

 今、説明がありましたけれども、今後、人口の減少、そして今後ですね、また新た

に、秋芳地域における軟水化装置の投資というのは考えられてると、行政サービスを

追求して、本当に進められておるわけですね。 

 それで、今回料金改定をさらに、今後、美祢から秋吉の本管、こういったところを

しっかりと進めていかなくちゃならないということで、投資的経費がかなりかかって

きます。それで、料金をどうしてもっていう形になってくると思っております。それ

にあたって、市民の我々から見たら、上げないほうが一番いいんですよね。だけど、

現実に人口減による給水収益の減少、そして新たな建設投資がどんどんあると。 

 そういった面において、その辺をよく市民の皆さんに、必要なものはちゃんと布設

していくし、それに対して費用がかかるんだと。だから、それに見合う水道料金の改

定は進めていかなくちゃならないということを、私はもっともっとわかりやすい言葉

で、皆さんが納得するような形で、今後進めていかなくちゃならないと思っておりま

すので、ここのところを、事業管理者としてどのようなお考えを持っているか、最後

に説明していただければ――していただきたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  波佐間上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  岡山委員の御指摘のとおりでありますけれど、

平成３０年の８月１日で市内３地域の料金を統合し、１０２．３％と申しましたけれ

ど、上下水道料金審議会における答申は１１８．５％、いわゆる１８．５％の料金改

定増という答申をいただいたところであり、その後の議会等におけるいろんな説明の

場においても、その内訳、さらには１８．５％の必要性を説明させていただいたとこ

ろですけれど、私も実感しておりますのは、議案――３月議会での議案説明等、承認

をいただいた後の、改正をするという――させていただくという状況になりましても、
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市民の皆さんの直接の声を聞くと、水道料金がいつ変わるのかとか、実質的に水道料

金が改正するということすら、なかなか御理解いただいてないっていう面もあったり

ですね、御存じの方においても、委員言われましたとおり、水道料金改定の必要性等

について、まだ、御理解いただいてないっていうことが多々あるというふうに認識し

ております。 

 したがいまして、今後の料金改定の過程におきまして、住民の皆様にわかりやすく、

経緯並びに理由等を懇切丁寧に説明していけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。各委員には、御発言の際にですね、例えば、

決算書の何ページを参照しようというような、ページのほうのお示しをよろしくお願

いします。髙木副委員長。 

○副委員長（髙木法生君）  ちょっとお伺いいたしたいと思います。決算書の１９ペー

ジですか、この表の有収率についてお伺いしたいと思います。 

 若干ではございますけれども、２８年度から２９年度と比較いたしまして、わずか

ながら減少傾向にあると。２７年度と２８年度を比較すると、上昇状況であったと思

うわけでございますけれども、この傾向といたしましては、給水の人口が減ったとか、

あるいは漏水があったとか、いろいろ原因があろうかと思いますけれども、どう捉え

ていらっしゃるか、もしわかればお願いしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  髙木委員の御質問にお答えをいたします。 

 有収率の低下でございますが、御存じのように管路が――美祢市全体の管路が年々

古くなっております。今までは、漏水した部分に対して修繕をしたり、布設替えをし

たりして、有収率を保ってきたものでございますけれども、今、管路が古くなりまし

て、昨年の漏水の件数がかなり多くなり、給水管ではなく、本管が――本管から漏水

するということが多くなっております。布設替えをしたのが一番有収率にとって効率

的なんでございましょうけれども、当面の修繕をして、その場をしのいでいるという

ような現状もございます。 

 また、秋芳――秋芳のほうに、秋吉のほうに硬度低減化した水を送るにあたりまし

て、漏水が――漏水を止めることが、今一番の課題だと思っておりますので、美祢地

区、秋芳地区の漏水を調査をして、今後、一層、漏水があまり多くならないように努
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めてまいりたいと、そのように思っております。 

○委員長（末永義美君）  いいですか。では、そのほか――安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  ２点ほどお聞きをします。ページはありません。今までの質問

で出た関連と思ってください。 

 まず、事業管理者のほうで説明をされたというか、答弁をされた中で、どうしても、

これからの設備投資でありますとかを考えると、値上げをせざるを得ないと。これは

料金統一をして、ことしの１０月から実質的に統一をした料金をいただくことになる

ということで、今、岡山委員の質問にもあったと思うんですが、住民にどれだけ理解

されてるかっていうのは、いまだ、なかなか難しいところがあるだろうというふうに

思うんですが。 

片や需要のほうは、水道事業に対する財政需要のほうは、待ったがきかないような

状況にあるというふうに今思ってます。それは、統一するときのいろんな議論の中で、

我々とすれば十分に理解をしたつもりなんですが、とはいえ、実質的には値上げを統

一する、こういうことを優先して値上げはされたという結果論になっております。 

 そういうことで、基本的に管理者としてといいますか、水道事業として、実質的に

いつごろにはもう――要するにタイムリミットっていうか、値上げを考えざるを得ま

せんというような時間的なものをある程度言われたほうが、市民もやっぱり考えてい

ただける機会になるんじゃないかなというふうには私は思うんですが、どうでしょう

かね。 

○委員長（末永義美君）  波佐間上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  ただいまの安冨委員のほうからの御質問です

けれど、平成３０年の８月１日に、料金統合を主とした料金改定を行ったところであ

りますけれど、本来でありましたら、料金審議会の答申のとおり、やはり１８．５％

の料金引き上げを行わなければ、今後数年、さらには将来的な水道事業の維持ってい

うのは難しいという状況であります。 

 したがいまして、今回は１０２．３％ということで、２．３％の引き上げをさせて

いただいたわけですけれど、１８．５％の目標からすればほど遠いものがありますの

で、とりあえずは、まず料金統合させていただきましたけれど、早いうちにっていう

のが、できうれば、料金改定をしたばかりでありますけれど、今後の議会に提案させ

て――新しい料金体系を提案させていただいて、次年度から――次年度の適当な時期
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から、新しい料金体系を提案させていただければというふうに考えております。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  ある程度値上げですから、必要性は理解をしても、議論の時間

も必要かというふうにも思いますんで、また、市民の理解を得る時間も必要かと思い

ますんで、そういうこと等考えられてですね、十分に議員としては、私は個人的には

十分に理解をしておるつもりでございますんで、その辺のことを十分に考えられて、

今後の対応されたらというふうに思っております。 

 もう一点は、三戸次長の答弁の中に、今後の水道事業の展望っていいますか、広域

的な取り組みっていいますか、例えば、水道水を融通し合うっていうふうな理想とい

いますか、災害時とかのことも考えたりすればですね、電気なんかも同じですが、当

然なようにも聞こえるんですが。 

 現実的には、要するに、とんでもなく離れたところから持ってこれないわけで、隣

で言えば長門市であるとか、宇部市であるとかっていうふうなことになろうかという

ふうに思うんですが、施設の全体をそれぞれ考えたら、例えば、一つの大きな送水管

がいると思うんですよね。そうすると、それぞれの町の、市の中心部には、大きな配

管が用意をされてると思うんですよ。それがですね、美祢市においてもそうだろうと。

人口の集中してるところに、当然、大きな配管設備がされてると思う。それを隣町に

っていうことになれば、町の末端のほうには、そんな大きな施設はいってないわけで

すよね。送水管いってません。それは、こっちも一緒なら向こうも一緒だと思うんで

すよね。 

融通し合うには、両方の市に同じことがいる。現実的には、またそこに大きな投資

がいるだろうし、どれぐらいな感覚で――感覚っていうか、実現可能な可能性をもっ

て、発言をされてるのかなっていうのがお聞きしたいんですが。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  安冨委員の御質問にお答えをいたします。 

 広域との水融合となりましたら、宇部市または下関市になろうかと思うんですけれ

ども、宇部市も下関市も水量が今余っているということでございます。 

 当面、先のことでございますけれども、美東地区の水の不足分を宇部のほうから融

通していただいたら、資本費的に楽になるのではないかというふうに考えて、今調査

を進めているところでございますけれども、委員がおっしゃるように、宇部市のほう
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も管が小さく、配水池が小さいという状況っていうところまでは、今わかっておりま

すので、すぐに５年――５年で統合とかそういうことではなく――融通ということで

はなく、今後、宇部市の管路の更新なども、美祢市の管路の更新、全体的な費用など

も含めまして協議が必要ではないかと思います。その協議の上で、可能か可能でない

かはわかりませんけれども、一応可能性の検討をしていきたいと、そのように思って

おります。 

 宇部市の水をいただくのでしたら、受水する用水を供給してもらうっていうふうな

形になろうかと思いますけれども、用水供給の費用と独自での水源の開発費用とどち

らが高いのか、美祢市内の中での秋芳から持って――水を持っていくということも考

えられますけれども、そのことも全部含めて、広域的にも、市内の施設の統合――水

の融通ですね、そのことも可能性を今後考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  現実には、まだ宇部市とそういうふうな話の機会は持たれては

いないという、今からの計画っていうか、そういう段階ということですか。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  安冨委員の質問にお答えをいたします。 

 今、可能性がどのくらいあるかということを事務のほうで考えておりまして、いろ

んな条件が――水の供給にあたってはいろんな条件がありますけれども、水量はどう

かっていうのを今確認しているような状況でございます。 

○委員長（末永義美君）  いいですか。杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  今、髙木副委員長のお話の中に漏水の話がありました。で、今、

安冨委員のほうからのお話の中で、他の地域から水を供給するというお話がありまし

た。美祢市内の有収量、昨年が７８．７２なんですが、せっかくある水が漏水してい

るというふうな思いがしております。 

 他市を見てみますと、近隣で長門市が有収量が約８０％、宇部市が９０％、山口市

が９４から９５％となっております。自地域内で漏水が発生して、それを補うために

近隣の市町から水を引き当てると、それもおかしな話だなと思っておりますので、こ

の漏水に対する姿勢ですね、これに重点をおかないといけないのではないかと思うん

ですが、どのようにお考えかを伺います。 
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○委員長（末永義美君）  波佐間上下水道事業管理者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  杉山委員の御質問ですけれど、漏水等に伴う

有収率の低減といいますか、その分と今の近隣市との水の融通っていうのはちょっと

別問題で、漏水に対する施設整備は、今後とも引き続いて重点的に施工していきたい

というふうに考えております。 

 近隣市との水道統合――融通っていうのは、今、担当者レベルで協議しているのが、

県を含めて――県を含めてといいますか、国の水道の指針として、近隣市との水道統

合というのが表題として上がっているわけで、山口県においてもそういう話が上がり、

美祢市の実情として、今、考えられているのが、美東の南部地域の水源でありまして、

その水源施設そのものも老朽しておりますし、宇部の小野地区との接合といいますか、

そのあたりが一番――美祢市は６市と隣接しておりますけれど、山境が多いものです

から、ほかのところはあんまり現実性がないんですけれど、十文字から小野地区への

統合が可能ではないかっていうことと、美東南部の水源施設の今後の更新を考えて、

その後の維持費等考えて、どちらが安価に運営していけるかということも含めて、今、

テーブルに上げて、事務レベル、担当者レベルでの協議が始まったばかりという状況

であります。 

 美東南部は、美東のサービスエリアを抱えておりますので、そちらのピーク時にト

ラブル等ありますと、ことしも１回あったわけですけれど、多大な迷惑をかけたりし

ますので、そういうことがないように、今後の安全・安心なインフラ整備ということ

も含めて、今検討中というところでございます。 

○委員長（末永義美君）  杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  ありがとうございます。美祢市内の有収率を上げて、逆に水が

売れるような立場になれるような形になればありがたいなと思います。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（末永義美君）  山中委員。 

○委員（山中佳子君）  資料１５ページになります。先ほどの説明にありましたように、

秋芳南部地域の軟水化なんですけれども、平成３５年完成の予定と言われましたけれ

ども、これは当初の予定より大幅に遅れているのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 
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○上下水道局次長（岡田健二君）  山中委員の御質問にお答えいたします。 

 平成３５年の完成を目指して、今、事業を行っているということでお答えをさせて

いただいたところでございますが、一応、今進捗としましては、確か、最初は３４年

ぐらいというふうにお答えしていたのではないかと思いますが、今の本管の管の径が

２５０ミリという大口径な管でございます。 

 それで、かなり事業費を必要とするということもございまして、今の予定としまし

ては、３５年度前後の完成を目指すというところで事業を進めているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  山中委員。 

○委員（山中佳子君）  済みません。これからの予定をちゃんとまた示していただけま

すでしょうか。それができますかね。何年にどういうふうな工事の予定ということで。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  御質問にお答えします。 

 今後の具体的な予定ということで、よろしゅうございましょうか。一応、計画のほ

ぼ全ては管路の布設でございます。それと、配水池を１カ所増設するということにし

ておりますけれども、一応、どこからどこを、いつ何年度にやるという具体的なもの

は定めておりません。 

 年間の事業費によりまして変動するものでございますので、具体的に、じゃあここ

の区間を何年でやるという具体的なものはお示しはできませんけれども、年間の事業

費の配分等につきましては、お示しができるものではないかとふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。では、ほかに質疑のほうはございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは本案に対する御意見はござい

ませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、議案第７６号を採決いたします。本案について、

原案とおり認定することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



- 19 - 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７６号は原案のと

おり認定されました。 

 続きまして、議案第７７号平成２９年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定につ

いてを議題といたします。執行部より説明を求めます。三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  それでは、議案第７７号平成２９年度美祢市公共下

水道事業会計の決算の認定について御説明をいたします。 

 １ページ、２ページをごらんください。決算書の１ページ、２ページをごらんくだ

さい。平成２９年度美祢市公共下水道事業決算報告書でございます。 

 まず、収益的収入及び支出でございますが、収入の消費税込みの決算額は、一番上

の行、下水道事業収益の決算額のところをごらんください。６億９９１万５，２８２

円でございます。このうち営業収益が１億６，０５８万４，７２４円、営業外収益が

４億４，９３３万５５８円でございます。 

 下の表をごらんください。支出の消費税込みの決算額でございますか、下水道事業

費用が５億６，５６１万２，９６０円でございます。 内訳は、営業費用が５億３２

５万３００円、営業外費用が６，２３６万２，６６０円でございます。 

この収支の結果、税込みの差引額は４，４３０万２，３２２円の収入の超過でござ

います。 

 では、資本的収支の御説明をしますので、３ページ、４ページをごらんください。

資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、資本的収入の決算額は３億６，４１３万９，６００円

でございます。 

第１項企業債が５，９６０万円、第２項補助金が８，９６３万２，０００円でござ

います。浄化センター改築更新事業等への国庫補助金でございます。第３項は、一般

会計からの出資金でございますが、２億１，２５６万８，０００円でございます。そ

の次の受益者負担金でございます。１５０万８，５００円でございます。３５人から

いただいております。その他の負担金は８３万１，１００円でございます。下水道協

力金でございます。１件ございました。 

 では、下の表の支出をごらんください。 

 資本的支出の決算額は４億９，８５３万９，１２９円でございます。 

第１項の建設改良費は１億９，２９４万１，４９９円でございます。次に、第２項



- 20 - 

の企業債償還金が３億５５９万７，６３０円でございます。 

表の下、左のページに、補填について説明をしているのでごらんください。 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億３，４３９万９，５２９円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７７１万２，５４９円、過年度分損益勘

定留保資金９，０３０万９７７円及び当年度分損益勘定留保資金３，６３８万６，０

０３円で補填をいたしました。 

 では、次のページをお開きください。財務諸表についての説明でございます。２つ

お開けください。５ページでございます。下から３行目をごらんください。 

 当年度純利益でございますが、３，６６４万９，７７３円でございます。これを前

年度からの繰越利益剰余金の２，７０１万９，２６５円と合わせまして、当年度の未

処分利益剰余金は、一番下の行をごらんください。６，３６６万９，０３８円でござ

います。 

 では、次ページの６ページ、７ページをお開きください。剰余金計算書の説明をい

たします。 

 平成２９年度の美祢市公共下水道事業の剰余金計算書でございますが、ページ中ほ

どの当年度変動額の合計は、７ページ一番右の資本合計の列をごらんください。平成

２９年度は、当年度変動額の合計が２億５，００４万８７３円でございます。 

 内訳を説明いたしますと、その下の行でございます。一般会計からの出資金の受け

入れが２億２，２５６万８，０００円、下水道協力金が８３万１，１００円、当年度

の純利益により未処分利益剰余金が３，６６４万９，７７３円増加しておりまして、

一番下の行の右から３列目をごらんください。繰り越し分と合わせまして、当年度分

未処分利益剰余金は６，３６６万９，０３８円でございます。 

 では、その次のページ、８ページ、９ページをごらんください。平成２９年度の美

祢市公共下水道事業の剰余金処分計算書でございます。 

 平成２９年度は未処分利益剰余金６，３６６万９，０３８円を未処分利益剰余金と

してそのまま繰り越しますので、剰余金の処分案は提出しておりません。 

 では、右のページ、９ページをごらんください。 

平成２９年度末の貸借対照表でございます。９ページ右の列の下から３分の１ほど

のところでございます。二重線の行をごらんください。年度末の資産合計は１０４億

２３５万５，１４３円でございます。 
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 次のページをごらんください。１０ページでございます。 

１０ページの中ほど、負債合計は７３億３，４３６万２，６３８円でございます。 

その上の行をごらんください。負債合計の中には、繰延収益の長期前受金が４９億１，

８８０万円を含んでおります 

 次に、下から２行目、資本合計でございます。 

 資本合計は３０億６，７６７万２，５０５円でございまして、一番下の負債資本合

計は、１０４億２０３万５，１４３円でございます 

 では、１３ページをお開きください。事業の報告をいたします。 

 ２建設工事の概要でございます。平成２９年度の主な工事を御説明いたしますと、

上から読みます。 

 万倉地地区の枝線管渠布設工事１，１３７万８，８８０円、野崎地区の取付管及び

公共桝設置工事が１９万９，８００円でございます。その下に伊佐地区取付管及び公

共桝設置工事が２３万２，２００円でございます。そのほかには、下村準幹線管渠布

設工事をやっておりまして１，４６７万５，０４０円、伊佐地区の取付管及び公共桝

設置工事が２８万９，６５６円でございます。そのほかには、公共桝の設置工事が１

９件ありまして、１６８万３，７２０円でございます。工事の請負費の合計は２，８

４５万９，２９６円でございます。 

 その下に委託料を表しております。 

 これは、美祢市浄化センターの改築更新工事等でございますけれども、改築更新工

事は下水道事業団に委託になっておりますので、委託料で払っております。美祢市浄

化センターの改築更新工事、反応タンクと脱水機補機の設備を行っておりますが１億

５，３００万円、美祢市浄化センター改築更新工事実施設計委託に関する協定を３５

３万円ほど支払っております 

 そのほかには、下水道の幹線管渠設備、下水道準幹線管渠布設に伴う協議申請資料

の作成業務に１０５万８４０円、向原地区の枝線実施設計業務は５２８万６，６００

円行っておりまして、委託料の合計が１億６，２８６万７，４４０円、工事請負費と

委託料を合わせたものが１億９，１３２万６，７３６円でございます。 

 では、１４ページをごらんください。業務の報告でございます。 

 まず、事業量でございますが、一番上の年度末処理区域面積をごらんください。６

２７．９３ヘクタールでございます。１．２２ヘクタールの増加でございます。 
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 ２番目の年度末管渠整備延長は１１万４，３２０メートルになりました。 

 では、６番に下りていかれまして、年度末の水洗化戸数は３，６０３戸、前年より

も９戸増加しております。 

 ７番目の年間処理水量は１０８万７，３４３立方メートル、前年に比べて２万４０

８立方メートル減少しておりますが、その下の８番目、年間の有収水量は増加してお

ります。９２万２，６６５立方メートル、前年度に比べて４，５６５立方メートル増

加したものであります。 

 それでは、１７ページをお開きください。 

 ４会計のところでございます。 

（１）重要契約の要旨は先ほどの工事請負費と委託費の説明と重なりますので、説

明は省略いたします。 

（２）の起債及び一時借入金の状況でございます。企業債は浄化センター改築更新

工事等に充当するため、下水道事業債を２，９８０万円、過疎債を２，９８０万円、

合計５，９６０万円を借り入れました。 

 また、当年度の償還額は３億５５９万７，６３０円で、平成２９年度末の企業債の

残高は２３億１，９７１万５，０２０円になりました。 

 次ページからは、財務諸表の付属明細書をお示しておりますので、お目通しをお願

いをいたします。 

 以上、決算について御説明を申し上げました。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  執行部より説明が終わりました。 

 ここで、時間が経過しておりますので、暫時休憩いたします。 

午前１０時４５分休憩 

    ------------------------------------------------------------ 

   午前１０時５９分再開 

○委員長（末永義美君）  休憩前に続き、審査を再開します。波佐間上下水道事業管理

者。 

○上下水道事業管理者（波佐間 敏君）  先ほどの水道事業の決算の説明の中で、上下

水道料金審議会からの答申に関して１１８．５％というふうに、１８．５％って私何

度も言いましたけれど、正しくは１８．１５％の誤りですので訂正させていただきま
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す。 

○委員長（末永義美君）  わかりました。 

 それでは、先ほどの平成２９年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定について、

質疑はございませんか。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  一点だけお聞きをしますが、総体的なことで、この下水の――

公共下水の終末処理場の能力はどれくらいあるんでしょうか、ちょっとお聞きをしま

す。 

○委員長（末永義美君）  三戸上下水道局次長。 

○上下水道局次長（三戸昌子君）  安冨委員の御質問にお答えいたします。 

 今、能力の――能力が幾らあるかというはっきりした数字の資料は持ち合わせてい

ないんですけれども、現状を言いますと、オキシデーションリッチの池が３池ありま

して、その中の２池を使っているという状態でございます。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  ということは、３分の２ぐらいの能力で稼働してると思ってい

いわけですかね。 

 一般質問で、ちょっと話が出てたように思うんですが、し尿のほうの施設がもう限

界っていうか、そのような状況にあるんじゃないかって、我々ちょっとよくわからん

のですが、施設としても随分古いんだろうと思って――思うんですが、それをここで

処理するっていうようなことは可能じゃないんですか。 

○委員長（末永義美君）  大野市民福祉部長。 

○市民福祉部長（大野義昭君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 衛生センターの老朽化に伴って、建てかえ等が必要になってくるわけなんですけど、

今どの程度の今後――一般質問でもお答えしたと思いますけど、５００万――ことし、

約ですが、委託料を組んでおりまして、今、実際にどういうふうな計画をしたらいい

か、調査といいますか、実際、計画を今年度立てている状況です。上下水道のほうか

らは、受け入れは可能というふうに聞いております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  ということはですね、先ほど言いましたように、できんことは
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ない。要するに、下水のほうの終末処理場で対応は可能というふうにとっていいわけ

ですね。（発言する者あり） 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。そのほか質疑はございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  今、安冨委員の関連ですけど、平成２６年度から進めている美

祢市の浄化センターの長寿命化計画に基づいて、改築更新工事が１億５，３００万円

実施して、そういった面においては、浄化センターの寿命化が伸びて非常によかった

と思います。 

 それで、今のし尿センターで、最近ではいろんな施設が古くなって、いつパンクす

るかもわからないということを言われてまして、もし、そういったところが稼働でき

なくなった場合には、し尿を美祢市の浄化センターのほうに、今、３分の１ぐらい余

裕があると言われましたので、そちらのほうで処理することが可能ということでいい

んですかね。何か取り決めとか、何かそういうものはなかったんでしょうか、お伺い

します。 

○委員長（末永義美君）  篠田副市長。 

○副市長（篠田洋司君）  ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 容量的には可能だということでございます。また、衛生センターは、建設のときの

いろんな取り決め等もございます。その辺も含めて、現在調査中ということでござい

ます。浄化センターと、浄化センター設置の時に、いろいろな地元との協議とか、取

り決めがございますので、その辺も含めて、現在、調査をしているということでござ

います。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。では、そのほかに質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  御意見なしと認めます。では、本案について、原案のとおり

認定することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７７号は原案のと

おり認定されました。 



- 25 - 

 続きまして、議案第７８号平成２９年度美祢市病院等事業会計決算の認定について

を議題といたします。執行部より説明を求めます。古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  それでは、議案第７８号平成２９年度美祢市病院等事

業会計決算の認定について御説明申し上げます。資料につきましては、決算書のほう

を、まず使わせていただきます。 

 最初に、美祢市病院等事業会計の決算総計について御説明申し上げます。 

 まず、収益的収入及び支出についてでありますけれども、収入において、第１款病

院事業収益が、決算額３２億７，３６３万２，１１１円となりまして、予算額に対し

て３億４，２４９万８８９円の減となっております。 

 続いて、第２款介護老人保健施設事業収益では、決算額３億７，７９４万３９５円

で、予算額に対し７５４万９，６００円の減となっております。 

 最後に、第３款訪問看護事業収益では、決算額は４，３３１万８，６７３円で、予

算額に対して１，２０６万８，３２７円の減となっております。 

以上を合計いたしますと、収入決算総額３６億９，４８９万１，１７９円となって

おります。 

 一方、支出におきましては、まず、第１款病院事業費用が決算額３４億９，２６２

万８，４６９円、不用額が１億２，８３１万１，５３１円となっております。 

 続いて、第２款介護老人保健施設事業費用が、決算額３億７，６５２万７，１８１

円で、不用額が１，７４６万４，８１９円となっております。 

 最後に、第３款訪問看護事業費用、こちらは決算額４，７５２万１，５１２円で、

不用額が６８６万４８８円となっております。 

以上、合計いたしますと、支出決算総額は３９億１，６６７万７，１６２円となっ

ております。 

 この結果、収入支出の差し引きは、ここには明記しておりませんけれども、２億２，

１７８万５，９８３円の損失となったところでございます。 

 次のページをお開きください。 

ここでは、資本的収入及び支出についてをお示ししております。 

 まず、収入といたしまして、第１款の病院事業資本的収入が４億４，７１４万５，

０００円、第２款の介護老人保健施設事業資本的収入が４，８２０万２，０００円と

なりまして、合計で４億９，５３４万７，０００円となっております。 
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 一方、支出につきましては、第１款の病院事業資本的支出が６億９万７４円、第２

款の介護老人保健施設事業資本的支出が３，３１５万５，８６２円となりまして、合

計で６億３，３２４万５，９３６円となっております。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億３，７８９万８，

９３６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留

保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填したところでございます。 

 続きまして、病院等事業の各施設ごとの平成２９年度の経営状況について御説明を

させていただきます。 

 資料につきましては、概要説明資料のほうになります 

 はじめに、美祢市立病院決算状況についてであります。 

 まず、病院事業収益は１９億４，０６２万１，４２４円、対前年度比で５，２００

万７８４円、２．８％の増となっております。このうち、病院医業収益が１６億２，

８５３万３７１円で、対前年比７，３５１万８，５４０円、４．７％の増をみており

ます。 

 なお、病院医業収益のうち、入院収益については、１０億２，３０９万９，９７０

円、入院患者数及び診療単価の増によりまして、対前年度比５，６９８万８５４円の

増、また、外来収益は４億４，６４６万４，４８８円で、こちらは診療単価の増に伴

いまして、対前年比１，１４７万６，８４３円の増となったところでございます。 

 患者数につきましては、入院について、延べ患者数が４万２，７９３人、対前年度

比２，２０８人の増、また、外来につきましては、延べ患者数が３万９，３３３人、

対前年度比３６７人の減をみております。 

 その他医業収益は、１億５，８９６万５，９１３円、対前年度比５０６万８４３円

の増となっております。 

 次の病院医業外収益ですけれども２億９，５９２万４，１６９円、こちらは対前年

度比１，７０７万１，４８０円の減となったところでございます。 

 次に、病院経営改革事業収益ですけれども、こちらは１，６１６万６，８８４円。 

この一方、支出におきましては、病院事業費用は２１億４４万２，４９５円、対前

年度比で１，３０１万１，１４８円、０．６％の増をみております。このうち、病院

医業費用につきましては１９億３，６５４万８０円、対前年度比で２，２７６万５，

０９１円の減をみております。 
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 次に、病院医業外費用につきましては６，１２５万１，００２円で、対前年度比２

１９万３，４３２円の減となっております。 

 続いて、病院経営改革事業費用につきましては５，９８９万９，４１３円、対前年

度比で４７８万２，３２９円の減をみております。 

 以上の単年度経常収支といたしましては、１億１，７０６万９，０７１円の経常損

失となるところでございましたが、職員の退職給付引当金の過年度における引当不足

分４，２７５万２，０００円を今回特別損失として経理処理をしたため、１億５，９

８２万１，０７１円が、美祢市立病院においては当年度の純損失となったところでご

ざいます。 

 次のページをごらんください。 

 続きまして、美祢市立美東病院の決算状況について御説明をいたします。 

 まず、病院事業収益では１３億３，７５６万１，０８３円、対前年度比６，０４２

万２１５円――２１４円、４．３％の減を見ております。 

 このうち、病院医業収益は１０億２，９８７万１，４０３円で、対前年度比３，５

２６万１００円、３．３％の減をみております。 

 なお、病院医業収益のうち、入院収益につきましては７億４９７万９，９７３円で、

対前年度比３，８１４万４，１４１円の減、また、外来収益につきましては、２億４

６０万１，３７４円で、対前年度比９１７万１，０９４円の増をみております。 

 患者数につきましては、延べ入院患者数が２万８，９４９人、対前年度比で１，１

８５人の減、また、外来患者数につきましては３万７０２人、対前年度比で６８８人

の増をみております。 

 その他医業収益は１億２，０２９万５６円、対前年度比６２８万７，０５３円の減

となっております。 

 次に、病院医業外収益ですけれども、３億７６８万９，６８０円で、対前年度比２，

５１６万１１４円の減となっております。 

 一方、支出におきましては、病院事業費用は１３億９，７７５万５，８７０円で、

対前年度比５，１６０万２，４９２円、３．８％の増となっております。このうち、

病院医業費用は１２億６，６３１万３，４５８円で、対前年度比６９１万７，０５４

円、０．５％の減となっております。 

 次の病院医業外費用につきましては５，８０７万９，９９７円で、対前年度比１８
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８万１，１９５円の減となっております。 

 次の、病院経営改革事業費用につきましては１，４６２万５，４１５円、以上の美

東病院における単年度経常収支としましては、１４５万７，７８８円の経常損失とな

るところでございましたが、美祢市立病院同様に、職員の退職給付引当金の過年度に

おける引当不足額５，８７３万７，０００円を特別損失として計上しましたため、６，

０１９万４，７８７円が当年度の純損失となります。 

 次のページが、介護老人保健施設グリーンヒル美祢の状況でございます。 

 まず、介護老人保健施設事業収益は３億７，７５３万８，８６５円で、対前年度比

１，０１４万９３５円、２．８％の増をみております。その内訳としては、入所収益

が３億３６８万８，５８２円、対前年度比１８８万５，７２３円、０．６％の減をみ

ております。これに対し、通所収益は４，５２５万５，５７３円、対前年度比９７万

５，９５６円、２．２％の増をみております。 

 利用者数につきましては、延べ入所者数が２万４，８１３人、対前年度比で１４６

人の減をみております。これに対し延べ通所者数は４，５６３人で、対前年度比１３

２人の増をみております。 

 次に、事業外収益については２，８５９万４，７１０円、対前年度比で１，１０５

万７０２円の減をみております。 

これに対し、支出につきましては、介護老人保健施設事業費用が３億７，６１５万

８，４８５円で、対前年度比１，４５１万１，４７４円の増となっております。 

 以上の収支を差し引きしました結果、１３８万３８０円がグリーンヒル美祢におけ

る当年度の純利益となります。 

 次に、次のページをごらんいただきまして、ここでは最後に、訪問看護ステーショ

ンについての状況になります。 

 まず、訪問看護事業収益につきましては４，３２６万１，４９７円で、対前年度比

８７万４，２８９円、２．１％の増をみております。そのうち、訪問看護事業収益は

４，０８４万１，３３３円、対前年度比で９４万９５６円、２．４％の増をみており

ます。 

 利用者数につきましては延べ５，１２３人、対前年度比で２１５人の増となってお

り、次の訪問看護事業外収益については２４２万１６４円、対前年度比６万６，６６

７円の減となっています。 
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 これに対し、支出についてですけれども、訪問看護事業費用が４，７４６万４，３

３６円、対前年度比で７７８万１，２８５円、１９．６％の増となっております。 

 そして、訪問看護事業外費用につきましては４５万２，１８１円、対前年度比２万

５，７１０円の増となっており、以上の収支を差し引きしました結果、４２０万２，

８３９円が訪問看護事業における当年度の純損失ということになります。 

議案７８号平成２９年度美祢市病院等事業会計決算につきましての説明は、以上で

ございます。 

○委員長（末永義美君）  説明が終了しました。本案に対する質疑はございませんか。

三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ３点お尋ねいたします。 

 決算審査意見書の中の４３ページに関連してですけれど、特定健診の受診率をお尋

ねいたします。（発言する者あり） 

○委員長（末永義美君）  もし、今答弁できなければ、また後の御答弁でもよろしいと

いうことですけども、いかがしましょうか。古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  三好委員の御質問なんですけれども、今、通知があり

まして見た決算審査意見書の４３ページ、こちらのほうは、美祢市立病院、美祢市立

美東病院で実施をしておる健康診断、これは院内で実施しておる健康診断の件数のみ

を上げています。 

委員言われる、市全体での特定健診となりますと、我々の病院事業はほんの一部を

担っておるだけですので、ここでの御回答は厳しいかと思います。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  わかりました。申しわけありません。 

 決算書の２ページの事業収益に関連してですが、１人当たりの医療費、これは、担

当部署が違うのでしょうか。医療費がどのぐらいかかってるのかなと思うんですが、

どうでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  三好委員の御質問ですけれども、１人当たりの医療費、

この決算書から拾える数字というのは、市立病院、また美東病院でかかられた患者の

方だけの数字になります。委員が意図される、市全体での１人当たり医療費となりま
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すと、やはり基本的には市民国保だったり、後期高齢だったりというところになりま

すので、なかなかここでも、この質問にはお答えできないかと思います。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  申しわけありません。 

 ２８年度の監査決算審査意見書に述べられていましたが、ジェネリックの利用をも

っとするようにというような内容のことが述べられておりましたが、今回、このジェ

ネリックの使用の率というのがわかればお願いいたします。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  三好委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 こちらのほうも基本的に、市全体という数字では把握はしておりません。当然、一

般の診療所とかでも院外薬局に処方される件もありましょうから、なかなか難しいと

思いますけれども、美祢市立病院、美祢市立美東病院の状況を申し上げれば、美祢市

立病院では７０％を超える使用割合、これに対して美東病院のほうは、薬剤師の確保

の問題がありまして、ジェネリックの使用割合については、１０％強にとどまってお

るというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ありがとうございました。 

 次ですが、決算書の中で、研究研修費っていうのがありますが、２８年度と比べて

みますと、全体的には約３６０万の減になっております。それぞれ、市立病院は２８

０万、美東病院は５４万、グリーンヒルは１７万と、訪問看護では５万円と、それぞ

れ少なくなっていますけど、この研究研修費は何が基準で金額が決まるのでしょうか。

お尋ねいたします。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  三好委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ここで、委員申されるように、研究――職員の研究、または研修に要する経費とい

うことで計上してます。 

 これの意味合いとしては、どちらかというと研究というよりは研修の意味合いが強

く――強うございまして、医師を初め、看護師、医療技術職等々いろいろな学会に参

加したり、いろんな研修会に参加する際の参加費用――会費だったりとか、あとはそ
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の研修にいくための出張旅費、こちらのほうがほとんどになっておりますので、特に

旅費に関しましては、市の一般職と同様の負担をしておりますから、市の職員と何ら

変わることはないという旅費になっております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  そのほか質疑はございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  それでは、公営企業会計決算審査意見書の５６ページでありま

す。 

 この中で書いてあります、その中で、「損益計算書による決算は、当年度純損失が

２億２，２８３万８，０００円となり、前年度に比べ、８，４３１万円、損失が増加

している。これに前年度繰越欠損金４億４，２４３万円を加えた当年度未処理欠損金

は、６億６，５２６万９，０００円となった」とあります。 

 特に今回、当年度で２９年度、このときに、「過年度分の退職給付引当金不足額を

精算するため、特別損失を１億１，０４８万９，０００円を計上したことが主因であ

る」と記述されております。 

 それで、退職給付引当金が足りなかったことなんでしょうけれども、この２９年度

決算にあってはわかるんですけど、病院事業における職員の高齢化とか、転入する人

が２９年に多かったと思います。いろいろ職員の高齢化、定期昇級により年々増加し

て、退職給与引当金も増加していると思ってます。人数も増えて。 

 実際、ここの退職給付金引当不足、今回このときに多く増えていった、退職者が多

かったということに関して、もう少し明確に説明していただけますでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  岡山委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 この退職給付引当金の性質なんですけど、退職者がいたから支出するものではあり

ませんで、その年度の基準となる日において、その場で病院等事業を全て解散した場

合に、当然ながら職員の退職金が必要になります。職員が全て辞めることを想定した

ときに、どれだけ退職給付――退職金が必要になるかっていうのを毎年想定するわけ

です。 

 今回、市立病院と美東病院合わせて約１億円の引当不足額を、特別損失として計上

させていただいておりましたけれども、この制度の移行につきましては、平成２６年

度に、公営企業会計が新制度に移行しております。そのときに、そこで退職給付引当
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金の計上が義務化されました。 

 それ以降は、平成２７、２８年と、２カ年経過してきたわけなんですけれども、経

理処理上、その年に本当に必要になる退職給付引当金を積まなければいけない部分を、

積み忘れておったというところで、このたび、２９年度で２カ年において、不足して

おいた額を特別期間通算の考え方から、今回、特別損失という形で計上させていただ

いておるものでございます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  今、正直に忘れていたということがありました。なかなか経営

を――会計を進める上において、１００％完璧であればいいですけれども、我々もよ

く間違うことも多いんですけれども、今回は、その辺の処理が２カ年分になったとい

うことで、ちょっと額が大きくなったということの説明だったんではないかと思って

おります。 

 それで、さっきも言いましたように病院事業会計の職員、そして退職される方も今

高齢化になって、どんどん退職してくると思うんですけれども、退職金引き当ての基

準日の時に、今後はそういったことを踏まえながら、かなりこれが増加していくんで

はないかと思っていますけれども、これについては、基準日に退職引当金を、今後ど

ういう形で計上していくのか、今の金額と同じか、増やしていくのか、それも今後想

定しながらしていかなくてはならないと思っておりますけれども、これについてのお

考えはどうなんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  岡山委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 岡山委員言われるように、病院に勤務する職員、こちらのほうは、結構だんだん平

均年齢が上がっていく状況にあります。当然ながら、職員も勤続年数を重ねる中で昇

格になったりもしますし、特に公務員としましては、毎年の人事院勧告に基づく――

まあ下がることもありますが、基本的に給料のベースアップ等もあります。 

 そういったことをいろいろ判断する材料になるんだろうと思いますけれども、毎年

一定の基準日において、その職員が――現状の職員――職員の現状を全て一人一人、

役職によっても退職金の加算状況も変わってきます。職員一人一人、全て精査する中

で毎年必要になる額を算定します。それに対して、それまでに引き当てておった引当
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金の総額の不足を、毎年引当金という形で経理処理していきます。 

 ですから、職員の方が定年退職を迎えるとなれば、最終的には自己都合とは若干支

給率変わりますので、若干の手出しはありますけれども、毎年全て引当金を精査して

引き当てていくことで、職員の退職金の担保については、これからも努めてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  御答弁ありがとうございます。 

 いずれにしましても、今後の会計処理におきまして、普通の一般の看護師さんとか

職員の方ならいいんですけど、今度は医業者、特に医師が退職するときには、かなり

退職の引当金が増えてくる。そういう面で、ただ職員じゃなくて全体像を見ながら、

医師が退職するにあたっては、ある程度想定がみえてきておりますので、一気に今回

みたいな形でちょっと退職引当金が増えないように、医師も退職する時期にも今後近

づいてくる可能性もありますので、そういったことも勘案しながら、今後どうか、会

計処理をしっかりと行っていただきたいとこのように思っております。これに対して

はどうですか、最後。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  岡山委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほども申しましたが、職員一人一人、こちらのほうは市立病院、美東病院に勤務

する医師全てを含めて必要となる退職金の算定をしております。 

 それと、従前と若干変わった点、医師の退職金に関しての変わった点としましては、

一昔前までは大学から来られる先生方、また、そういったところからドクターを招聘

したときには、その前の勤務期間を引き継ぐ割愛制度っていうのがございました。今、

病院事業――美祢市の病院事業に所属するドクターの中にも数名おられますけれども、

昨今の企業体の改革といいますか、特に、山口大学医学部附属病院などにおきまして

は、非公務員型の独法化を進められております。 

 市のほうで言えば、下関市なんかもそうなりますけれども、非公務員化ということ

で、それまでお勤めになっておれた勤務期間の引き継ぐ必要性が――必要性がってい

うか、引き継げなくなったっていうのが現状にあります。 

 その辺、若干退職金の積み立てに当たっては、比較的、経営的には少し楽になった
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っていうような状況もありますので申し添えさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  今の過年度分の引当金の処理なんですけれども、もうちょっと

正確に。２６年に法改正があって、それからきちんとせんにゃいけんよっていうふう

な話があって。で、２９年度でその分を修正したということですから、２６、２７、

２８、２９……４年分。何年分をここで修正をされたわけですか。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  安冨委員の御質問にお答えします。 

 企業会計制度の法改正が２６年４月１日で行われております。そのときに、まず一

括してかなり大きな額、約８億――全体で８億かを特別損失として計上させていただ

いておったと思っております。 

 それ以降、平成２７年度、それと平成２８年度のそれぞれ退職給付引当金の算定を

すること、また毎年退職者がおりますので、その引当金から退職金を支給するわけで

すけれども、そういったところの経理処理がうまくいってなかったっていうのがござ

いました。 

 ですから、期間的には、平成２７年度及び２８年度の２年度間においての経理処理

ミスということになります。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  お聞きすること、それから申し上げたいことなんですが、基本

的に、忘れちょったよっていうことならば、それが正解なんでしょうけれども、ちょ

っとほかのことがね――下水――じゃない、農集か、ありましたよね。消費税を忘れ

てたっていうことがありました。基本的に、公務の基本的な部分で、例えば前年度こ

うだから、ことしもある程度それを引きながらっていうふうな感じで、そういうのっ

て公務の中で、単純なミスじゃ済まされないようなところがありながら、そういうの

が出てくるっていうのは、それでいいのかなっていうのが実はあります。 

 だからそういうことを、どういうふうな形で今後――今後っていうか、基本的には

そうそうこういうふうな形で忘れ――忘れたっていうのは、適当かどうかよくわかり

ませんけれども、発生するっていうのが、いかがなものかなっていうふうな思いなん
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ですが、答弁難しいかもしれませんけれども、そういうふうに思っております。 

○委員長（末永義美君）  何か、御答弁ほうできますでしょうか。髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君）  安冨委員の御質問にお答えできるかどうかわかりま

せんが、確かに、２６年度の退職金の引き当ての改定っていいますか、それによって

２７年度、２８年度をきちっと処理をすべきだったと思いますけど。 

安冨委員も御存じかもしれませんが、昨今、医療法の改正とか診療報酬、あるいは

介護報酬の改正が目まぐるしくて、そちらのほうも十分、事務方としてはですね、目

を通していかなきゃいけないということで、これはもちろんそれをするのが当然のこ

とですけれども、こう言っては失礼かもしれませんけど、人のことですので、たまた

まっていいますか、少し落ち度があったということを認めざるを得ないかなと思って

おります。 

 将来にわたっては、そういうことがないように十分気をつけて、事務処理をしっか

りやるように職員に指示したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  市長がおられないわけですが、先ほど消費税の話もしました。

恐らく、これ議員皆思ってるんだろうと思うんですが、ちょっとこういうのが多くな

いっていうふうな感じを――多くないですかっていうふうな印象を持っております。 

これは副市長おられますんで、最後に一言だけ。 

○委員長（末永義美君）  篠田副市長お願いします。 

○副市長（篠田洋司君）  ただいまの安冨委員の御質問、御意見でございます。 

 こちらとしては、消費税の問題等々は、弁解の余地がないわけでございます。 

 今後においては、事務処理を再度徹底し、またチェック体制も含めて、十分そうい

うことがないようにやっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  安冨委員、よろしいですか。それでは続いて、質疑のほうは

ございませんか。杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  私から２点お尋ねいたします。 

 まず、意見書の５７ページ、結びのページなんですが、中段あたりに、「次に、補

てん財源についてであるが、資本的収支の不足額を補てんするため、引当金を使用し
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ている。補てん財源については、各自治体の判断に任されているが、将来引き当てる

ことを目的として留保している資金を、補てん財源とすることは、会計処理上好まし

くないと言わざるを得ない。前年度も指摘しているが」、ここも問題なんですけど、

「前年度も指摘しているが、欠損金も毎年増加傾向にあり、今後の健全な事業経営の

ためにも、財源確保の方法を検討されたい」とあります。 

 まずはこれについて、緩和の傾向があるのかどうかというところ。それと、今の表

示いただいております決算審査資料ですね、１ページめくっていただくと、左側のペ

ージに未収金明細書というのがあります。結構大きい数字が並んでおりますけど、過

去未収金であったものと２９年度発生未収金、これについて、回収状況の進捗状況が

もしおわかりになれば御回答いただければと思います。 

○委員長（末永義美君）  古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  杉山委員のまず１点目の監査意見書の５７ページに記

載があります補填財源の形になります。 

 実際、補填財源としましては、平成２９年度決算におきましては、過年度において

引き当てておった退職給付引当金から３，５００万円ほど融通した形になっておりま

す。 

 当然、補填財源がなければ一時借り入れ、現金預金等もなければ、一時借り入れな

いし建設改良費等に抑制をせざるを得ない状況になるんですけれども、一応、平成２

９年度の決算におきましては、市立病院のほうで入院収益のほうが伸びております。

収益だけで比較しますと約６，０００万程度の増収をみております。その流れが今年

度も続いておる状況の中で、また、美東病院のほうは若干ちょっと足踏みをしたとこ

ろがありますが、過去２年にわたっては、経常利益を生み出すにも至っております。 

 こういったことで、改革プラン、今着実に進めておるところでございます。こうい

ったところで、両病院の体力の増強というところには努めていくとともに、当然、グ

リーンヒルの問題もちょっとございます。そういったところも財政課と今、詳細を調

整しておりますので、また来年度予算のときには、また、一定の方向性がお示しでき

るんじゃないかというふうに考えております。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。未収金についての御答弁は伺いますか。済

みません、挙手のほう――西山美東病院事務長。 

○美東病院事務長（西山宏史君）  続きまして、未収金についてのお尋ねでございます。 
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 まずは美東病院のほうでございますが、今、決算審査意見書の６１ページをごらん

になっての御質問かと思いますが、私ども日々の業務の中で、未収金対策っていうの

が、過年度の未収金を患者様、あるいは患者様だった方に、いかにいただいていくか

っていうのが日々の取り組みでございます。 

 ちょっと、今見ておられる資料の６１ページにその額が出ておるか――ちょっと今

確認し損ねてるんですが、未収金――過年度の未収金の額につきましては、７月現在

で美東病院のほうでは３９７万７，０００円という状況になっております。 

ここ数年、毎月、この過年度の未収金をいただかない月がないように努めておるよ

うに、事務をしております。 

 病院に対して債務を持ち、病院に入院代あるいは治療代を過去の年度の分をお支払

いしなくちゃいけない世帯に関してはですね、余り間を置かないように、いろんなア

プローチをするように心がけているところです。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  申しわけありません。私の説明不足で。添付の決算審査資料の

次のページと申し上げましたので、市立病院――美祢市立病院になるんですが、そち

らのほうの回収率についての御説明いただけませんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  岡崎市立病院事務長。 

○市立病院事務長（岡崎輝義君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 資料の５９ページなんですが、こちらのほうで、２９年度のところで、まず発生の

未収金というところで、入院でしたら８５７万５，６２１円というのが上がっている

かと思います。こちらのほうは、次年度４月以降に入る月遅れ分とかいうところもあ

りますので、全部が全部、回収できないというものではありません。保険等で入って

くるものもございます。 

 できれば見ていただきたいのは、２８年よりも以前のものが、実際に患者さんから

まだいただいてないとか、下から５番目の入院保険とか、自賠責の保険とか等もござ

いますが、これもいずれは遅れて入ってくるものです。 

 あと、当院での支払いのほうの関係、患者さんからの支払いの関係なんですが、今、

一遍に支払えない方とか当然おられるかと思います。その方に対しましては、支払猶

予申請書というものを出していただきまして、毎月でも、２カ月に１回でも払っても
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らえるように、分割でいただいておるところでございます。 

 参考までに２９年度、私どものほうで不納欠損したものが９件ありまして、４，６

５０円ほど不納欠損しております。こちらのほうは、ひとり暮らしの高齢者の方で、

相続人とかも身内の方もおられないとか、そういった方で、やむを得ず不納欠損をし

たというところでございます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  御説明ありがとうございました。今の入院関係も、２８年度以

前のものが１，０００万――１，０５０万ですか、あります。膠着化している――収

入済額に掲載されてない膠着しているものもございますので、できるだけ納めていた

だけるように対話を含めて、前向きに検討していただければと思います。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、議案第７８号を採決いたします。本案について、

原案のとおり認定することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７８号は原案のと

おり認定されました。 

 次に、議案第８２号重複地番解消のための山地番の変更に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定についてを議題とします。執行部より説明をお願いします。池田税務

課長。 

○税務課長（池田正義君）  議案第８２号重複地番解消のための山地番の変更に伴う関

係条例の整理に関する条例の制定について御説明申し上げます。 

 ただいま通知した議案等をごらんください。 

 まず、山地番解消に至った背景を申し上げますと、山口県においては、明治６年の

地租改正の際に、宅地・農耕地等に１番から順に耕地番が付されるとともに、山林・

原野等に、同様に１番から順に山地番が付されたとにより、同じ大字内に同じ地番が
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ある重複地番が多数存在しております。 

 しかし近年、法務局の不動産登記情報をインターネットを介して受けられる各種行

政サービスが普及する中、重複地番の存在を知らずに誤って地番を入力したり、物件

入力ができないなどの問題が多数発生しております。 

 そこで、山口地方法務局では、不動産に関する権利を保全し、円滑で安全な取引き

をするため、平成２３年度の阿武町の重複地番の解消を皮切りに、県内全ての市町の

重複地番解消を平成３１年度まで行うこととされております。 

 これを受けて、美祢市においては、平成３０年９月１８日に美東、秋芳地域を、平

成３１年９月１７日に美祢地域内の重複地番解消を行うことが、平成３０年６月８日

付の山口地方法務局長名の通知等によって正式に決まったものであります。 

 次に、具体的な重複地番の解消を申し上げますと、山地番のほうに一万番加算する

方法がとられることになっておりますので、地番表記に字名が記載されたものは、削

除した上で一万を加算し、字名が記載されていないものは、そのまま一万番を加算す

ることになります。 

 以上のことから、美祢市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例を初めと

する１５の条例で規定する２５の市の施設において、地番変更が生じることから、所

要の改正を行うための条例制定をするものであります。 

 なお、第３条赤郷多目的広場の項及び第８条カルストクリーンセンターの項におき

ましては、地番の枝番表示が現行と改正後で異なっておりますが、これは、地籍調査

等によるずれが生じていることが判明し、この改正に合わせて是正を行うものであり

ます。 

 この条例の施行日は、美東、秋芳地域に係るものが公布の日、美祢地域に係るもの

が平成３１年９月１７日でございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終了しました。本案に対する質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８２号を採決します。本案につい
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て、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８２号は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第８０号平成３０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。執行部より説明を求めます。河村高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（河村充展君）  それでは、議案第８０号平成３０年度美祢市介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 予算書の１ページをごらんください。 

 このたびの補正は、平成２９年度の決算の結果発生いたします繰越金の基金への積

み立て、また、平成２９年度における事業の精算の結果、超過交付となりました過年

度国県補助金等の返還に伴い、既定予算の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

１億３，９１５万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３

５億８，７０９万１，０００円とするものであります。 

 それでは、まず最初に、歳出について御説明いたします。１０ページ、１１ページ

をごらんいただければと思います。 

４款基金積立金・１項基金積立金・１目介護給付費準備基金積立金でございます。

説明欄００１介護給付費準備基金積立金として、５，５３６万８，０００円を追加い

たしております。 

 これは平成２９年度の歳入歳出差引残額から国や県等への償還金等の調整の結果、

実質的な残額を基金に積み立てるものでございます。 

 次に、５款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・２目償還金でございます。説明

欄００１国庫支出金等精算償還金として８，３７９万１，０００円を追加いたしてお

ります。 

 これは、平成２９年度の介護保険事業の精算の結果、介護給付費等について、超過

交付されました補助金等を国や県等に返還するものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。８ページ９ページをごらんください。 

 ８款繰越金・１項繰越金・１目繰越金でございます。前年度繰越金として１億３，

９１５万９，０００円を追加いたしております。 

 これは、前年度事業精算に基づく繰越金でございます。 
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 説明については以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終了しました。本案に対する質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８０号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８０号は原案のと

おり可決されました。 

 最後に、議案第８１号平成３０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）を議

題といたします。執行部より説明を求めます。古屋経営管理課長。 

○経営管理課長（古屋壮之君）  それでは、議案第８１号平成３０年度美祢市病院等事

業会計補正予算（第１号）について御説明させていただきます。 

 資料につきましては、補正予算書で、今通知をしております。 

 それでは、今回の予算の補正につきましては、予算第４条に定めておりました資本

的収入及び支出におきまして、介護老人保健施設グリーンヒル美祢の設備改修に係る

支出を増額するとともに、これに充てる財源の増額を行うものでございます。 

 今回の内容につきましては、介護老人保健施設グリーンヒル美祢の給湯設備の老朽

化に伴いまして、当該設備等の改修を行うために、建設改良費――工事請負費になり

ますけれども、こちらを１２９万６，０００円増額するとともに、この財源として、

企業債を１２０万円増額するものでございます。 

 これにより、第２条において、建設改良事業の業務予定量の補正を行い、第３条で、

資本的収入及び支出における収入総額を４億４，７５７万６，０００円とし、支出総

額を５億７，５４５万６，０００円とするものでございます。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億２，７８８万円に

つきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘

定留保資金で補填する予定のものでございます。 

 説明につきましては以上です。 
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○委員長（末永義美君）  説明が終了しました。本案に対する質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８１号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８１号は原案のと

おり可決されました。 

 以上をもちまして、本会議で本委員会に付託されました議案６件につきましての審

査を終了しました。 

 そのほか委員の皆様から何かございましたら、御発言のほうをよろしくお願いいた

します。御発言はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  ほかにないようでしたら、これにて本委員会を閉会します。

御審査、御協力、まことにありがとうございました。お疲れ様でした。 

午後０時１１分閉会 

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成３０年９月１０日 

 

            総務民生委員長 


